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公 告 

 

県営土地改良事業計画の変更後の概要の縦覧公告 

県営芹川承水路地区土地改良事業（農山漁村地域整備交付金）につき、土地改良事業計画を変更したいので、土地

改良法（昭和24年法律第195号）第88条第６項において準用する同法第87条の２第８項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。 

令和５年７月11日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 縦覧に供する書類 変更後の県営芹川承水路地区土地改良事業（農山漁村地域整備交付金）の計画の概要 

２ 縦覧期間 令和５年７月11日から令和５年８月９日まで 

３ 縦覧場所 彦根市産業部農林水産課および多賀町役場産業環境課 

４ 意見書の提出の方法等 

(1) 意見書の提出方法 持参または郵送とする。 

(2) 意見書の記載事項 意見書提出者の住所および氏名（法人その他の団体の場合にあっては、主たる事務所の所

在地、名称および代表者の氏名）ならびに意見の内容 

(3) 意見書の提出期限および提出先 

ア 提出期限 縦覧期間満了の日 

イ 提出先 滋賀県湖東農業農村振興事務所田園振興課 〒522－0071 彦根市元町４番１号 

 

県営土地改良事業計画の変更後の概要の縦覧公告 

県営芹川地区土地改良事業（ため池等整備事業）につき、土地改良事業計画を変更したいので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第88条第６項において準用する同法第87条の２第８項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。 

令和５年７月11日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 縦覧に供する書類 変更後の県営芹川地区土地改良事業（ため池等整備事業）の計画の概要 

２ 縦覧期間 令和５年７月11日から令和５年８月９日まで 

３ 縦覧場所 彦根市産業部農林水産課および多賀町役場産業環境課 

４ 意見書の提出の方法等 

(1) 意見書の提出方法 持参または郵送とする。 

(2) 意見書の記載事項 意見書提出者の住所および氏名（法人その他の団体の場合にあっては、主たる事務所の所

在地、名称および代表者の氏名）ならびに意見の内容 
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(3) 意見書の提出期限および提出先 

ア 提出期限 縦覧期間満了の日 

イ 提出先 滋賀県湖東農業農村振興事務所田園振興課 〒522－0071 彦根市元町４番１号 

 

緊急防災工事計画決定公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の４第１項の規定に基づき、県営東野溜地区土地改良事業（農地防災事

業（ため池整備事業））に係る緊急防災工事計画を令和５年７月３日に定めたので、同条第４項において準用する同

法第87条第５項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

令和５年７月11日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 縦覧に供する書類 県営東野溜地区土地改良事業（農地防災事業（ため池整備事業））緊急防災工事計画書の写

し 

２ 縦覧場所 滋賀県湖北農業農村振興事務所田園振興課および米原市まち整備部農政商工課 

３ 縦覧期間 令和５年７月11日から令和５年８月９日まで 

この処分について不服のある者は、滋賀県知事に対して書面により令和５年８月24日までに審査請求をすることが

できる。 

 

緊急防災工事計画決定公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の４第１項の規定に基づき、県営深谷下溜地区土地改良事業（農地防災

事業（ため池整備事業））に係る緊急防災工事計画を令和５年７月３日に定めたので、同条第４項において準用する

同法第87条第５項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

令和５年７月11日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 縦覧に供する書類 県営深谷下溜地区土地改良事業（農地防災事業（ため池整備事業））緊急防災工事計画書の

写し 

２ 縦覧場所 滋賀県湖北農業農村振興事務所田園振興課および米原市まち整備部農政商工課 

３ 縦覧期間 令和５年７月11日から令和５年８月９日まで 

この処分について不服のある者は、滋賀県知事に対して書面により令和５年８月24日までに審査請求をすることが

できる。 

 

緊急防災工事計画決定公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の４第１項の規定に基づき、県営沢池地区土地改良事業（農地防災事業

（ため池整備事業））に係る緊急防災工事計画を令和５年７月３日に定めたので、同条第４項において準用する同法

第87条第５項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

令和５年７月11日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 縦覧に供する書類 県営沢池地区土地改良事業（農地防災事業（ため池整備事業））緊急防災工事計画書の写し 

２ 縦覧場所 滋賀県甲賀農業農村振興事務所田園振興課および湖南市環境経済部農林振興課 

３ 縦覧期間 令和５年７月11日から令和５年８月９日まで 

この処分について不服のある者は、滋賀県知事に対して書面により令和５年８月24日までに審査請求をすることが

できる。 

 

緊急防災工事計画決定公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の４第１項の規定に基づき、県営瓢箪池地区土地改良事業（農地防災事

業（ため池整備事業））に係る緊急防災工事計画を令和５年７月３日に定めたので、同条第４項において準用する同

法第87条第５項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

令和５年７月11日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 縦覧に供する書類 県営瓢箪池地区土地改良事業（農地防災事業（ため池整備事業））緊急防災工事計画書の写

し 
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２ 縦覧場所 滋賀県甲賀農業農村振興事務所田園振興課および湖南市環境経済部農林振興課 

３ 縦覧期間 令和５年７月11日から令和５年８月９日まで 

この処分について不服のある者は、滋賀県知事に対して書面により令和５年８月24日までに審査請求をすることが

できる。 

 

落札者決定の公告 

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定により公告する。 

令和５年７月11日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 落札に係る物品等または特定役務の名称および数量 消防訓練用模擬家屋 ２棟 

２ 契約に係る事務を担当する課等の名称および所在地 滋賀県知事公室防災危機管理局 大津市京町四丁目１番１

号 電話 077－528－3441 

３ 落札者を決定した日 令和５年６月14日(水) 

４ 落札者の氏名および住所 株式会社斉藤ポンプ工業 代表取締役 斉藤香一 東近江市沖野一丁目１番37号 

５ 落札金額 67,540,000円（消費税および地方消費税を含む。） 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 一般競争入札を行うにつき公告した日 令和５年５月19日(金) 

 

健 康 福 祉 事 務 所 告 示 

 

滋賀県湖東健康福祉事務所告示第15号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として指定した者のうち、次の者から

廃止の届出があった。 

令和５年７月11日 

 滋賀県湖東健康福祉事務所長 嶋 村 清 志 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 
廃止年月日 

ケアハウス 

松の木 

彦根市野口町 

226番地 

株式会社パインハウ 

ス 

代表取締役 若松和 

拡 

彦根市野口町 

226番地 
訪問介護 2570201141 令和５.６.30 

 

滋賀県湖東健康福祉事務所告示第16号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福

祉サービス事業者として指定した者のうち、次の者から廃止の届出があった。 

令和５年７月11日 

 滋賀県湖東健康福祉事務所長 嶋 村 清 志 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名  称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害福祉 

サービスの種類 
事業所番号 廃止年月日 

ケアハウス 

松の木 

彦根市野口町 

226番地 

株式会社パイ 

ンハウス 

彦根市野口町226 

番地 

居宅介護 

重度訪問介護 
2510200419 令和５.６.30 
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